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新個人所得税法実施条例及び関連法令公布 

国務院及び国家税務総局は2018年12月20日から22日の間、

新個人所得税法の実施にあたり、個人所得税法関連実施条

例、暫定弁法及び関連法令を相次ぎ公布した。これらの法令は

2019年1月1日より施行される。 

実施条例や暫定弁法など一連の法令の公布により、最近のホッ

トトピックとなっている下記の諸問題は明解になった。 

 特別付加項目の控除基準及び実施手続 

 個人所得税仮源泉徴収、源泉徴収の計算及び管理方法 

 自主申告の手続き 

 外国籍個人の国外源泉所得に係る税務手続き 

注目ポイント 

今回の関連法令は下記の対象に影響を与えている。 

個人納税者及びその雇用者 

 個人所得税の納付方法 

56号公告は居住者と非居住者ごとに税金納付方法と税率を規

定した。 

居住者について  

居住者が総合所得(給与・賃金所得、労務報酬所得、原稿料所得、

特許権使用料所得の総称)を有する場合は、源泉徴収義務者が個人

所得税の月次で仮源泉徴収を行わなければならない。 
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本アラートの分析対象法規︰ 
 

 新個人所得税法の全面的実施に係る徴収管

理の若干問題に関する国家税務総局の公告

（国家税務総局公告2018年第56号、以下

「56号公告」） 

 中華人民共和国個人所得税法実施条例

（国令第707号、以下「実施条例」） 

 個人所得税特別付加控除暫定弁法の公布に

関する国務院の通達（国発【2018】41号、以

下「暫定弁法」） 

 個人納税者識別番号の関連事項に関する国

家税務総局の公告（国家税務総局公布

2018年第59号、以下「59号公告」） 

 「個人所得税特別付加控除の操作弁法（試

行）」の公布に関する公告（国家税務総局公

告2018年第60号、以下「60号公告」） 

 「個人所得税徴収申告管理弁法（試行）」の

公布に関する公告（国家税務総局2018年第

61号、以下「61号公告」） 

 個人所得税自主納税申告関連問題に関する

公告（国家税務総局公告2018年第62号、

以下「62号公告」） 
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給与、賃金所得 

源泉徴収義務者が居住者に給与、賃金を支払う場合、累計仮源泉徴

収法をもって源泉徴収税額を算出し、毎月対象者全員に対して申告・納

税を行う。具体的な計算式は下記の通りである。 

仮源泉徴収税額=（累計仮源泉徴収課税所得額×仮源泉徴収

率 –速算控除額1)-累計減免税額-累計仮源泉徴収納付済税額 

累計仮源泉徴収課税所得額=累計所得-累計免税所得-累計基

礎控除額-累計特別控除額-累計特別付加控除額-累計その他法

定控除額 

内訳：累計基礎控除額は5,000元/月×納税者が当年度の当月ま

でに勤務先で雇用された月数で計算される。 

労務報酬所得、原稿料所得、特許権使用料所得 

源泉徴収義務者が居住者に労務報酬所得、原稿料所得、特許権

使用料所得を支払う場合、その都度個人所得税の仮源泉徴収を行

う。 

労務報酬所得の源泉徴収税額を計算する仮源泉徴収率、速算控

除額は添付2の通り。原稿料所得、特許権使用料所得ついては、

20％の仮源泉徴収率を適用する。 

年度総合所得の確定申告 

年度仮源泉徴収税額と年度課税額が一致しない場合、居住者は翌年

3月1日から6月30日まで主管税務機関に総合所得年度の確定申告を

行い、過納分の還付や不足額の納付を行う。 

非居住者について 

源泉徴収義務者が非居住者に給与・賃金所得、労務報酬所得、原

稿料所得及び特許権使用料所得を支払う場合、下記の方法をもっ

て毎回または月次に個人所得税の源泉徴収を行う。 

給与・賃金所得 

毎月の所得額から5,000元の基礎控除額を減算した残額を課税所得

額とし、添付3の税率表を用いて課税額を算出する。 

労務報酬所得、原稿料所得、特許権使用料所得 

毎回の所得額を課税所得額とし、添付3の税率表を用いて課税額を算

出する。 

1 居住者個人の給与・賃金所得の仮源泉徴収税額を計算する仮源泉徴収率、速算控除額は添付1をご参

照ください。 
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 特別付加控除（居住者に適用） 

暫定弁法は、意見募集稿を踏まえながら一部の特別付加控除対象、

控除範囲及び控除基準額を改訂した。（詳細は添付4をご参照）そ

の内、大幅に変更された内容は下記の通りである。 

 継続教育： 

- 中国国内で教育を受ける対象のみ控除できる。 

- なお、同一学歴（学位）の控除期間は48ヶ月以内である。 

 重病治療支出： 

- 社会医療保険目録範囲内に支出する15,000元を超えた自費

部分に限定して控除する。 

- 控除限額を80,000元に引き上げ、控除限額以内は実費で控

除する。 

- 本人または配偶者のどちらも控除可能が、本人は未成年者である

場合、両親の内、どちらか一方だけ控除できる。 

 住宅ローン金利： 

- 控除期間は240ヶ月以内である。 

- 夫婦双方は結婚前に各自で購入した住宅に係る１戸目の住宅

ローン金利に対しては、結婚後に双方のどちらか1戸を指定し、そ

の購入者が控除基準額の100％で控除するか、または夫婦双方

がそれぞれ購入した住宅の控除基準額の50％で控除することも

選択できる。 

 住宅家賃： 

- 直轄市、省都（首府）都市、計画単列都市の控除基準額を

1,500元まで引き上げる。 

- 上記都市以外は、市轄区の戸籍人口が100万人超の都市に対

し、控除基準額を毎月1,100元まで引き上げる。 

60号公告によると、控除及び申告日期、報告内容及び検査に備える

保存資料、報告方法及び後続の管理項目について納税者及び源泉

徴収義務者は下記の規定に従って行わなければならない。 

 納税者 

- 税務処理リモート端末、電子版または紙質報告表などを通し、源

泉徴収義務者もしくは主管税務機関に個人の特別付加控除情

報を報告する。 

- 翌年に引き続き源泉徴収義務者が特別付加控除を行う場合、

当期12月に翌年に適用する特別付加控除事項を確認し、源泉

徴収義務者に報告する。 

- 報告した特別付加控除情報の実在性、正確性、網羅性を保証
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する。 

- 「個人所得税特別付加控除情報表」（以下「控除情報表」）

及び関連保存用資料は法定確定申告期間が終了後の五年間

保存しなければならない。 

 源泉徴収義務者 

納税者が： 

- 税務処理リモート端末を通して源泉徴収義務者を選定し、特別

付加控除情報を報告する場合、源泉徴収義務者は報告された

控除情報に基づいて控除を行う。    

- 電子版または紙質「控除情報表」をもって直接に源泉徴収義務

者に報告する場合、源泉徴収義務者は関連情報を源泉徴収用

端末にアップロード、入力した後、翌月に主管税務機関に申告を

行う際に提出する。「控除情報表」は一式二部であり、納税者及

び源泉徴収義務者が署名（捺印）した後に各一部を保管して

おく。源泉徴収義務者は控除情報表を源泉徴収年度の翌年か

ら五年間保存しなければならない。 

外国籍個人 

 「六年政策」 

実施条例によると、中国国内に住所を所有せず、累計居住日数が

183日を超える年が連続して6年までであれば、届けて手続きを経て、

国外の企業もしくは個人から支払われた国外源泉所得は、中国にお

ける個人所得税課税義務が免除できる。 

また、中国国内での累計居住日数が183日を超える年に1回で30日

を超えて出国をした場合には、183日を超える年の連続年数計算をリ

セットすることができる。 

 「外国籍個人の個人所得税免除優遇政策」 

意見募集稿では外国籍個人が特別付加控除の適用または現行の

個人所得税免除優遇政策の適用を選択できると記載したが、実施

条例及び関連法令では上述の内容を反映していない。 

富裕層 

意見募集稿に記載された内容、例えば租税回避防止の関連条項、み

なし譲渡の条項、個人独資企業及び合併企業の国外税額控除ならび

に査定徴収制限などの内容は実施条例及び今回公布された関連法令

に反映されていない。 

KPMGの所見 
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個人所得税の実施条例及び特別付加控除弁法は大量のテスト計

算、納税者、源泉徴収義務者、専門学者及び末端税務機関などの

幅広い意見募集を経て、やっと公布された。なお新個人所得税及び

関連法令を徹底するため、一連の管理弁法や処理弁法を公布した。

これは中国政府の「簡政放権、放管結合、優化服務（行政のスリム

化と権限委譲、権限委譲と監督管理能力の強化との両立、行政サー

ビスの最適化）」という改革方針を反映している。よって、個人所得税

の徴収管理を強化すると同時に、納税者の税務手続き負担及び税

務のコンプライアンス・コストを削減し、納税者が有する権益を保障する。 

但し、一部の明解されていない課題が依然として残っており、国務院の

税務主管部門が適切な時期に関連規定を公布すると期待されている

が、納税者及び源泉徴収義務者は特に下記の事項に注目を払って

もらいたい。 

個人納税者とその雇用者 

 個人所得税の仮源泉徴収計算方法は、累計仮源泉徴収法

の適用により、従来の徴収計算方法と異なり、一部の納税者の月次

仮源泉徴収税額は納税年度を通じて毎月段階的に上昇する傾向が

ある。企業及び個人は関連法令を積極的に研究・理解し、新税法に

適応する準備をする必要がある。 

 56号公告では居住者と非居住者に対して異なる税金徴収方法

を規定した。このため、源泉徴収義務者は適時に従業員の居住者身分

判別を行うとともに、法規に従って従業員の個人所得税仮源泉徴収に

対応しなければならない。 

 60号公告に従い、納税者は特別付加控除の情報の実在性、

正確性、網羅性を保証しなければならない。なお、納税者の報告した

特別付加控除の情報が実際の状況と一致しないことが判明した場合

は、源泉徴収義務者は納税者に速やかに訂正を要求し、納税者が

訂正を怠る場合、税務機関にそれを報告しなければならない。上述の

ように、源泉徴収義務者は特別付加控除情報の収集及び管理にお

いて重要な役割を果たしている。 

 今回公布された関連法令では、年1回の賞与、退職補償金及

び従業員のストックオプション所得などの税額計算方法を明確にしてい

ない。今回の個人所得税改革の主旨から見ると、2019年に年１回

の賞与の優遇税制などは現行のままに維持される見込みである。 

個人所得税徴収制度の変化及び個人特別付加控除の導入は、従

来の個人所得税実務より大きく変化した。企業は実施条例及び関連

法令に応じて会計ソフトの設定、社内関連方針及び業務フローを調



© 2019 KPMG, a Hong Kong partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a 
Swiss entity. © 2018 KPMG Advisory (China) Limited, a wholly foreign owned enterprise in China and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with 
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. The KPMG name and logo are registered trademarks or trademarks of KPMG International. 

整しなければならない。 

外国籍個人 

実施条例及び関連法令では「六年政策」の具体的な起算時期を明

確にしていない。また、住所を有しない個人は外国源泉所得の納税免

除届け出手続きに提出すべき資料なども言及していないため、今後、

引き続き関連法令の公布により、手続きの規定を明確化する見込み

である。 

富裕層 

新個人所得税法は個人の租税回避防止条項を導入したがその具体

的な定義及び徴収管理は後続の関連法令の公布により明確される

見込みである。 

KPMGは引き続き個人所得税改革の関連法令に注目し、即時に法

令の解説を提供する。企業並び納税者の方が個人所得税改革の最

新動向及び税務最前線の情報について、何時でもKPMGへお気軽に

お問い合わせください。 
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添付1：個人所得税仮源泉徴収率表（居住者の給与・賃金所得の仮源泉徴収に適用） 
 

等級 累計仮源泉徴収課税所得額 仮源泉徴収率（%） 速算控除額 

1 36,000元まで 3 0 

2 36,000元超、144,000元まで 10 2,520 

3 144,000元超、300,000元まで 20 16,920 

4 300,000元超、420,000元まで 25 31,920 

5 420,000元超、660,000元まで 30 52,920 

6 660,000元超、960,000元まで 35 85,920 

7 960,000元超 45 181,920 

添付2：個人所得税仮源泉徴収率表（居住者労務報酬所得の仮源泉徴収に適用） 

 

等級 仮源泉徴収課税所得額 仮源泉徴収率（%） 速算控除額 

1 20,000元まで 20 0 

2 20,000元超、50,000元まで 30 2,000 

3 50,000元超 40 7,000 

添付3：個人所得税税率表（非居住者給与・賃金所得、労務報酬所得、原稿料所得、特許権使用料所得

に適用） 

 

等級 課税所得額 税率（%） 速算控除額 

1 3,000元まで 3 0 

2 3,000元超、12,000元まで 10 210 

3 12,000元超、25,000元まで 20 1,410 

4 25,000元超、35,000元まで 25 2,660 

5 35,000元超、55,000元まで 30 4,410 

6 55,000元超、80,000元まで 35 7,160 

7 80,000元超 45 15,160 
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項目 控除条件 控除基準 控除対象 控除の適用と期間 

 

子女教育 

学前教育 満3歳  

子女一人当

たりに毎月

1,000元 

 

両親のどちらか一人か

ら100％で控除か、ま

た両方各自50%で

控除かを選択可能。 

子女が満3歳の当月から全日制学

歴教育修了当月まで（子女が国

外で教育を受ける場合を含む。た

だし証明資料の提出が必要）。 

義務教育 小学、中学 

高校教育 

普通高校、中等 

職業教育、技工教

育 

高等教育 
短大、学士、修士、

博士 

継続教育 
学歴継続教育 

中国国内で教育を受

ける 

毎月400元 
本人から控除。 

入学当月から継続教育修了当月ま

で、同一学歴（学位）の控除期

間は48ヶ月以内である。 

職業継続教育 資格証明書を取得 3,600元 証明書を取得する年度。 

 

重病治療 

支出 
個人負担（社会医療保険目録範囲内の

自費）が15,000元超の部分 

80,000元以内

に、実費で控除 

本人または配偶者が

控除対象、本人が

未成年者である場

合は両親のどちらか

一人が控除対象に

なる。 

 

医療費が発生した年度。 

 

住宅ローン

金利 

 

一軒目の住宅ローン金利 

 

毎月1,000

元 

夫婦のどちらか一人を

指定して控除し、住宅

家賃控除と同時に適

用できない。結婚前に

各自で購入した規定

を満たす物件の場合

は、夫婦両方が各

50％で控除するか、

或はどちらか一人を指

定し、100％で控除

するかを選択できる。 

 

契約による返済開始の当月から

返済完了または契約終了当月ま

で、控除期間は240ヶ月以内で

ある。 

 

住宅家賃 
主要勤務先

に住所を有せ

ず、住宅を賃

借して発生し

た家賃 

直轄市、省都（首 

府）都市、計画単列都市 
毎月1,500元 

夫婦が同じ都市に勤

務する場合は一人の

み控除する。同時に

住宅ローン金利控除

を適用できない。 

賃貸借契約（協議書）による住

宅賃貸開始当月から賃貸終了

当月まで。実際の賃貸期間を基

準とする。 

人口100万超 毎月1,100元 

人口100万以下 毎月800元 

 

高齢者扶 

養費 

60歳（60歳

を含む）以

上の両親及

び子女が全て

他界した祖父

母、外祖父

母 

独生子女（一人っ子） 毎月2,000元  

本人から控除。 

 

 被扶養者が満60歳の当月か

ら扶養義務終了の当年末ま

で。 

 

非独生子女（非一人っ

子） 

兄弟全員に

毎月2,000

元の控除額

を配賦する。

一人あたりの

配賦額は毎

月1,000元

以内である。 

上表の太字部分は暫定弁法が意見募集稿を改訂した内容である。 
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イノベーションが新たなパワーを呼び込み、 

租税のルートも自ずから広がって行く。 
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上記に関する実務で生じた疑問がある場

合、KPMG中国の個人サービスチームまで

お気軽にお問合せください。 
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